
（平成２２年１１月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 23 件

厚生年金関係 23 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 29 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 2871 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 20 年４月１日にＡ社Ｂ工場において厚生年金保険

被保険者の資格を取得し、同年 11 月１日に同資格を喪失した旨の届出を社会

保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男   

  基礎年金番号 ：    

  生 年 月 日 ： 昭和３年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 19年６月 23日から 20年３月 31日まで 

② 昭和 20年４月１日から同年 11月１日まで 

申立期間①については、学徒動員によりＣ社Ｄ工場に勤務しており、学

徒動員の学生の中には、大学生も数人勤務していたことを記憶している。 

申立期間②については、Ｅ学校（現在は、Ｆ県立Ｇ高等学校）を卒業後、

Ａ社Ｂ工場に入社し、同社Ｂ工場のＨ工場で職員として勤務し、終戦を迎

えた後、昭和 20 年 10 月までの期間において工場に残って、工場の見回り

などの残務整理をしていた。 

私が卒業したＧ高等学校の 60 周年記念アルバムには、申立期間②当時、

私が書いた寄せ書きが登載されており、その寄せ書きには私が勤務してい

た会社の名称も記載してある。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

 １ 申立期間②について、事業所索引簿にはＡ社Ｂ工場の記載は無く、同社Ｂ

工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿も存在しないものの、厚生

年金保険被保険者記号番号払出簿の備考欄に「Ａ社Ｂ工場」と記載されて

いる厚生年金保険の被保険者が多数確認できるところ、年金事務所は、

「厚生年金保険被保険者記号番号払出簿には、被保険者氏名や資格取得日



  

等の欄に多くの空欄が見受けられるが、Ａ社Ｂ工場は、厚生年金保険の適

用事業所であったものと考えられる。」と回答していることなどから判断

すると、申立事業所は、申立期間②において厚生年金保険の適用事業所に

該当していたものと推認できる。 

また、申立人のＡ社Ｂ工場における入社の経緯及び勤務状況、軍管理工

場であった申立事業所についての具体的な供述及び申立事業所に同時期に

勤務していたとする申立人のいとこの供述から判断すると、申立人は申立

期間②において申立事業所に勤務していたことが認められる。 

さらに、申立人は、「Ｅ学校に在学中にＡ社Ｂ工場の入社試験を受け合

格した。昭和 20 年３月下旬に卒業後、同年４月１日の入社日に間に合うよ

うに当該事業所があったＩ市に行った。当時の従業員の身分は、『職員』

と『工員』の２員制であり、私の身分は『職員』で、同社Ｂ工場のＨ工場

に勤務していた。同工場は軍管理工場であったので、終戦後も工場の残務

処理のため同年 10 月末までの期間において勤務していた。」と供述してい

るところ、Ｇ高等学校は、「申立人は昭和 20 年３月 27 日に当校を卒業し

ている。」と回答している上、前述の払出簿により 19 年４月３日から 20

年 10 月 11 日までの期間に申立事業所において厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる、前記の申立人のいとこは、「申立人がＡ社Ｂ工場に勤務

していたのは間違いなく、申立人はＥ学校に在学していたので、私より後

に職員として当該事業所に入社してきた。終戦後、私が当該事業所を退職

した後も工場を閉鎖するまでの期間において勤務していたようである。」

と供述している上、申立期間②当時、Ａ社Ｂ工場において社会保険事務を

担当していたとする同僚は、「すべての正社員については厚生年金保険被

保険者資格の取得手続を行っていた。職員であれば、厚生年金保険に加入

していると思う。」と供述している。 

加えて、前述の払出簿により昭和 19 年３月３日から 20 年６月６日まで

の期間に申立事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、Ａ

社Ｂ工場において同じ課に勤務していたとする同僚は、「当時一つの工場

に 1,000 人以上が勤務していたため、申立人について面識は無いが、申立

人のＡ社Ｂ工場に係る供述内容等については、私が記憶している事情とほ

ぼ一致している。Ｅ学校等の技術専門学校の卒業生であれば従業員の身分

は『職員』であり、厚生年金保険に加入していたと思う。」と供述してい

ることなどから判断すると、申立人は申立期間②において申立事業所に勤

務し、当該期間における厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが推認できる。 

一方、Ａ社は、「当社は、当時、いくつかの軍管理工場を設置しており、

当社Ｂ工場もそのうちの一つで、昭和 18 年 12 月に設立され、終戦をもっ

て閉鎖している。いずれの工場も当時の関連資料は保存されていないこと



  

から詳細は不明であるものの、当時、一般的に、当社の軍管理工場に職員

として在籍していた者については厚生年金保険に加入させていたものと思

われる。」と回答している。 

なお、Ａ社Ｂ工場が所在していたＪ県の資料によれば、Ｊ県庁は昭和 20

年代に火災の被害にあっており、当時の新聞によれば、「書類の半分は持

ち出したが、重要な厚生年金台帳を全焼した。これは各事業所の協力を得

て再生できると思う。」とＪ県が述べていることが確認できるところ、当

時のＪ県庁職員は、「当県庁では、１年くらいかけて、火災により焼失し

た厚生年金保険に係る記録の修復作業に当たったものの、既に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっている事業所もあったので、完全に修復

できたか否かは不明である。」と供述している。 

以上の事実を前提にすると、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録

が無いことの原因としては、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失、

事業主の届出漏れ、保険者による厚生年金保険被保険者記号番号払出簿へ

の記入漏れ等の可能性が考えられるが、火災による焼失から半世紀も経た

今日において、保険者において当該被保険者名簿等の完全な復元をなしえ

ない状況の下で、申立人及び事業主に、その原因がいずれかにあるのかの

特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人らに、これによる

不利益を負担させるのは相当ではないと言うべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が当該期間において勤務していた

事実及び事業主による厚生年金保険料の控除の事実が推認できること、申

立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は、事業主がその届出を行った後

に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段

の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、

申立人が昭和 20 年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨の

届出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが相当であり、かつ、申立

人の申立事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は同年 11 月１

日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船

員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規

定に準じ、１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

厚生年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険

の被保険者記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場

合においては、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又

は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった適切な取

扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になさ

れているとは言えない。 



  

２ 申立期間①について、申立人はＥ学校の在学中である昭和 19年６月 23日

から 20 年３月末までの期間においてＣ社Ｄ工場に勤労動員学徒として勤務

していたと供述している。 

また、申立人は、勤務内容等について詳細に供述しているところ、申立

人が名前を挙げた当時の同級生も、申立人を含む同級生約 60 人が勤労動員

学徒として勤務したと供述しており、勤務状況の供述についても申立人の

供述と一致していることから判断すると、申立人は、申立期間①において

Ｃ社Ｄ工場に勤労動員学徒として勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、学徒の勤労動員が通年化された後の昭和 19 年５月には、

勤労動員学徒は労働者年金保険の被保険者には該当しない取扱いとされる

旨が労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令第 1250 号）第 10 条第３号及

び厚生省告示第 50号（昭和 19年５月 29日）に明文化されている。 

また、Ｃ社Ｄ工場が申立期間①において厚生年金保険の適用事業所に該

当していたことが確認できるものの、申立人及び前述の申立人の同級生に

ついて、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

期間①において名前の記載を確認することができない。 

さらに、Ｃ社Ｄ工場は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっており、当時の事業主にも照会することができないことから、申立人

の申立期間①における勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保

険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2872 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 18年７月 20日は 16万 3,000円、同年 12月 20日は 26万 2,000円及

び 19年７月 20日は 45万 9,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 59年生   

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

② 平成 18年 12月 20日 

③ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 18 年７月 20 日は 16 万 8,000 円、

同年 12月 20日は 26万 2,500円及び 19年７月 20日は 45万 9,000円の賞与の

支給を受けているが、賞与から控除されている厚生年金保険料は１万 1,704 円、

１万 9,181 円及び３万 4,115 円であり、この控除額は標準賞与額 16 万 3,000

円、26万 2,000円及び 46万 5,000円に見合う額であることが確認できる。 



  

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 18 年７月

20 日は 16 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 26 万 2,000 円及び 19 年７月 20 日

は 45万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2873 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録を、20 万 8,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 21年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間において、20万 8,000

円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。  

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21 年 12 月 24 日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2874 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17年７月 20日は 41万 6,000円、同年 12月 20日は 29万 5,000円、

18 年７月 20 日は 41 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 31 万 2,000 円及び 19 年

７月 20日は 56万 2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 44年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 41 万 6,000 円、

同年 12 月 20 日は 29 万 5,500 円、18 年７月 20 日は 42 万 3,000 円、同年 12



  

月 20 日は 31 万 2,000 円及び 19 年７月 20 日は 56 万 3,000 円の賞与の支給を

受けているが、賞与から控除されている厚生年金保険料は２万 8,982円、２万

1,074 円、２万 9,470 円、２万 2,841 円及び４万 1,144 円であり、この控除額

は標準賞与額 41 万 6,000 円、29 万 5,000 円、41 万 2,000 円、31 万 2,000 円

及び 56万 2,000円に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 41 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 29 万 5,000 円、18 年７月 20 日は

41 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 31 万 2,000 円及び 19 年７月 20 日は 56 万

2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2875 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17 年７月 20 日は 38 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 24 万円、18 年

７月 20 日は 37 万 6,000 円、同年 12 月 20 日は 25 万 5,000 円及び 19 年７月

20日は 48万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 57年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 38 万 3,000 円、

同年 12 月 20 日は 24万円、18 年７月 20 日は 38 万 6,000 円、同年 12 月 20 日



  

は 25万 5,000円及び 19年７月 20日は 48万 5,000円の賞与の支給を受けてい

るが、賞与から控除されている厚生年金保険料は２万 6,683 円、１万 7,145 円、

２万 6,892円、１万 8,668円及び３万 5,433円であり、この控除額は標準賞与

額 38 万 3,000 円、24 万円、37 万 6,000 円、25 万 5,000 円及び 48 万 3,000 円

に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 38 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は 24 万円、18 年７月 20 日は 37 万

6,000 円、同年 12 月 20 日は 25 万 5,000 円及び 19 年７月 20 日は 48 万 3,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2876 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17 年 12 月 20 日は 12 万 5,000 円、18 年７月 20 日は 45 万 3,000 円、

同年 12月 20日は 39万円及び 19年７月 20日は 76万 6,000円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：           

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 20日 

② 平成 18年７月 20日 

③ 平成 18年 12月 20日 

④ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17年 12月 20日は 12万 5,000円、

18 年７月 20 日は 46 万 5,000 円、同年 12 月 20 日は 39 万円及び 19 年７月 20

日は 76 万 8,000 円の賞与の支給を受けているが、賞与から控除されている厚



  

生年金保険料は 8,930円、３万 2,396円、２万 8,551円及び５万 6,152円であ

り、この控除額は標準賞与額 12 万 5,000 円、45 万 3,000 円、39 万円、及び

76万 6,000円に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17年 12月

20 日は 12 万 5,000 円、18 年７月 20 日は 45 万 3,000 円、同年 12 月 20 日は

39万円及び 19年７月 20日は 76万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17年７月 20日は 96万 8,000円、同年 12月 20日は 46万 8,000円、

18 年７月 20 日は 89 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 48 万円及び 19 年７月 20

日は 89万 8,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 42年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 96 万 8,400 円、

同年 12月 20日は 46万 8,000円、18年７月 20日は 97万円、同年 12 月 20日



  

は 48万円及び 19年７月 20日は 89万 8,000円の賞与の支給を受けているが、

賞与から控除されている厚生年金保険料は６万 7,440円、３万 3,433円、６万

4,096 円、３万 5,140円及び６万 7,353円であり、この控除額は標準賞与額 96

万 8,000 円、46 万 8,000 円、89 万 7,000 円、48 万円及び 91 万 9,000 円に見

合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 96 万 8,000 円、同年 12 月 20 日は 46 万 8,000 円、18 年７月 20 日は

89 万 7,000 円、同年 12 月 20 日は 48 万円及び 19 年７月 20 日は 89 万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、すべての申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2878 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17 年７月 20 日は 64 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 33 万円、18 年

７月 20 日は 63 万 9,000 円、同年 12 月 20 日は 35 万 2,000 円及び 19 年７月

20日は 65万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 51年生   

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 64 万 2,000 円、

同年 12月 20日は 33万円、18年７月 20日は 70万 6,000円、同年 12月 20日



  

は 35 万 2,500 円及び 19 年７月 20 日は 65 万 3,000 円の賞与の支給を受けて

いるが、賞与から控除されている厚生年金保険料は４万 4,728 円、２万 3,575

円、４万 5,703 円、２万 5,769 円及び４万 8,025 円であり、この控除額は標

準賞与額 64 万 2,000 円、33 万円、63 万 9,000 円、35 万 2,000 円及び 65 万

5,000円に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 64 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 33 万円、18 年７月 20 日は 63 万

9,000 円、同年 12 月 20 日は 35 万 2,000 円及び 19 年７月 20 日は 65 万 3,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2879 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 18年７月 20日は 19万 9,000円、同年 12月 20日は 33万 7,000円及

び 19年７月 20日は 52万 3,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 50年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年７月 20日 

② 平成 18年 12月 20日 

③ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 18 年７月 20 日は 20 万 5,000 円、

同年 12月 20日は 33万 7,500円及び 19年７月 20日は 52万 3,000円の賞与の

支給を受けているが、賞与から控除されている厚生年金保険料は１万 4,282 円、

２万 4,671 円及び４万 1,290 円であり、この控除額は標準賞与額 19 万 9,000

円、33万 7,000円及び 56万 3,000円に見合う額であることが確認できる。 



  

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 18 年７月

20 日は 19 万 9,000 円、同年 12 月 20 日は 33 万 7,000 円及び 19 年７月 20 日

は 52万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21 年 12 月 24 日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2880 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17 年７月 20 日は 41 万 8,000 円、同年 12 月 20 日は 27 万円、18 年

７月 20 日は 49 万 4,000 円、同年 12 月 20 日は 28 万 5,000 円及び 19 年７月

20日は 50万 5,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 41 万 8,100 円、

同年 12 月 20 日は 27 万円、18 年７月 20 日は 50 万 7,000 円、同年 12 月 20 日



  

は 28 万 5,000円及び 19 年７月 20日は 50万 5,000円の賞与の支給を受けてい

るが、賞与から控除されている厚生年金保険料は２万 9,122 円、１万 9,288 円、

３万 5,322 円、２万 864 円及び３万 9,972 円であり、この控除額は標準賞与額

41 万 8,000 円、27 万円、49 万 4,000 円、28 万 5,000 円及び 54 万 5,000 円に

見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 41 万 8,000 円、同年 12 月 20 日は 27 万円、18 年７月 20 日は 49 万

4,000 円、同年 12 月 20 日は 28 万 5,000 円及び 19 年７月 20 日は 50 万 5,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17年７月 20日は 100万円、同年 12月 20日は 85万円、18年７月 20

日は 90万円、同年 12月 20日は 42万円及び 19年７月 20日は 102万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 32年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17年７月 20日は 100万円、同年

12月 20日は 85万円、18年７月 20日は 90万円、同年 12月 20日は 42万円及



  

び 19年７月 20日は 102万 2,000円の賞与の支給を受けているが、賞与から控

除されている厚生年金保険料は７万 5,920円、６万 724円、６万 8,328円、３

万 748円及び７万 4,747円であり、この控除額は標準賞与額 108万 9,000円、

85 万円、95 万 6,000 円、42 万円及び 102 万円に見合う額であることが確認で

きる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20日は 100万円、同年 12月 20日は 85万円、18年７月 20日は 90万円、同年

12 月 20 日は 42 万円及び 19 年７月 20 日は 102 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録を、平成 17 年７月 20 日は

35万 4,000円、同年 12月 20日は 26万 1,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 58年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 35 万

4,000 円、同年 12 月 20 日は 26 万 1,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。  

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21 年 12 月 24 日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17年７月 20日は 61万 5,000円、同年 12月 20日は 28万 3,000円、

18 年７月 20 日は 55 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 30 万円及び 19 年７月 20

日は 56万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 55年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 20日 

② 平成 17年 12月 20日 

③ 平成 18年７月 20日 

④ 平成 18年 12月 20日 

⑤ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年７月 20 日は 61 万 5,000 円、

同年 12 月 20 日は 28 万 3,500 円、18 年７月 20 日は 61 万 7,000 円、同年 12



  

月 20 日は 30 万円及び 19 年７月 20 日は 58 万 5,000 円の賞与の支給を受けて

いるが、賞与から控除されている厚生年金保険料は４万 2,847 円、２万 217 円、

３万 9,502 円、２万 1,963 円及び４万 1,510 円であり、この控除額は標準賞与

額 61 万 5,000 円、28 万 3,000 円、55 万 2,000 円、30 万円及び 56 万 6,000 円

に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲

内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

となる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳に

おいて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年７月

20 日は 61 万 5,000 円、同年 12 月 20 日は 28 万 3,000 円、18 年７月 20 日は

55 万 2,000 円、同年 12 月 20 日は 30 万円及び 19 年７月 20 日は 56 万 6,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、平成 17年 12月 20日は７万 5,000円、18年７月 20日は 27万 8,000円、

同年 12月 20日は 22万 5,000円及び 19年７月 20日は 37万 3,000円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年 12月 20日 

② 平成 18年７月 20日 

③ 平成 18年 12月 20日 

④ 平成 19年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、すべての申立期間の賞与に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、平成 17 年 12 月 20 日は７万 5,000 円、

18 年７月 20 日は 27 万 8,000 円、同年 12 月 20 日は 22 万 5,000 円及び 19 年

７月 20 日は 37 万 3,000 円の賞与の支給を受けているが、賞与から控除されて



  

いる厚生年金保険料は 5,358 円、２万 1,105 円、１万 6,472 円及び２万 7,307

円であり、この控除額は標準賞与額７万 5,000 円、29 万 5,000 円、22 万

5,000円及び 37万 3,000円に見合う額であることが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと

なる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、すべての申立期間に係る賃金台帳にお

いて確認できる厚生年金保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17 年 12 月

20 日は７万 5,000 円、18 年７月 20 日は 27 万 8,000 円、同年 12 月 20 日は 22

万 5,000円及び 19年７月 20日は 37万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の申立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録

を、30万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 15年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間の賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該賃金台帳から、申立人は、申立期間について 30 万 4,000 円の賞

与の支給を受けているが、賞与から控除されている厚生年金保険料は２万

3,079 円であり、この控除額は標準賞与額 33 万 1,000 円に見合う額であるこ

とが確認できる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与支給額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内

であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することと



  

なる。 

したがって、申立人の標準賞与額は、申立期間に係る賃金台帳において確

認できる賞与支給額から、30万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21年 12月 24日に、申立人の申立期間に係る標

準賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、

申立期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申

立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とさ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申

立期間に係るＡ社における標準賞与額に係る記録を、31 万 1,000 円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 58年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 17年７月 20日 

申立期間において、Ａ社から支給された賞与から当該賞与額に見合う厚生

年金保険料が控除されていたにもかかわらず、年金額の計算の基礎となる

標準賞与額とならない記録とされているので、申立期間について、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額の記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  Ａ社が保管する賃金台帳により、申立人は、申立期間において、31万 1,000

円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。  

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、オンライン記録により、事業主は、政府の当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成 21 年 12 月 24 日に、申立人の申立期間に係る標準

賞与額について賞与支払届を提出したことが確認できるところ、Ａ社は、申立

期間において支給した賞与から厚生年金保険料を控除したこと、及び申立期間

に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2887 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立期間①について、事業主は、申立人が昭和 25年 11月１日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し

行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険

被保険者の資格喪失日は 26 年 11 月 15 日であったと認められることから、

申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、１万円とすることが妥当

である。 

２ 申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＣ社（現在は、Ｄ社）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 39 年９月１日に訂正し、申立期間②の標準

報酬月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

３ 申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＣ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 41 年５月 1 日に訂正し、申立期間③の標準報酬月額を２万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

４ 申立人は、申立期間④の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＣ社における資格取得日に係

る記録を昭和 41 年９月 16 日に訂正し、申立期間④の標準報酬月額を２万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間④の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

 



  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 11月１日から 26年 11月 15日まで 

             ② 昭和 39年９月１日から同年 11月１日まで 

             ③ 昭和 41年４月 30日から同年５月１日まで 

             ④ 昭和 41年９月 16日から同年 10月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務していた申立期間①、Ｃ社に勤務していた申立期間②、

③及び④に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。両事業所に

継続して勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社Ｂ支店における勤務状況に係る具体的な申立人

の供述、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が名前を挙げた同僚に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ることから判断すると、申立人が申立期間①において申立事業所に勤務し

ていたことが認められる。 

また、申立期間①当時の「厚生年金保険被保険者生年月日索引簿」に申

立人の氏名が確認できることから判断すると、申立期間①当時、申立人は

Ａ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得し、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと考えられる。 

一方、前述の被保険者名簿について、日本年金機構Ｆ事務センターでは、

「Ｅ社会保険事務所の火災により、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿は焼失しており、可能な範囲で復元しているものの、健康

保険の整理番号に多数の欠番があるなど、完全には復元できていない状況

にある。また、申立期間①当時の厚生年金保険被保険者生年月日索引簿に

申立人の氏名が確認できることから、申立期間①当時、申立人は申立事業

所に係る厚生年金保険被保険者の資格を取得していたものと考えられ

る。」と回答している。 

以上の事実を前提にすると、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録

が無いことの原因としては、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の焼失、

事業主の届出漏れ、保険者による厚生年金保険被保険者記号番号払出簿へ

の記入漏れ等の可能性が考えられるが、火災による焼失から半世紀も経た

今日において、保険者において当該被保険者名簿等の完全な復元をなしえ

ない状況の下で、申立人及び事業主に、その原因がいずれかにあるのかの

特定を行わせることは不可能を強いるものであり、同人らに、これによる

不利益を負担させるのは相当ではないと言うべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が当該期間において勤務していた

事実及び事業主による厚生年金保険料の控除の事実が推認できること、申



  

立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は、事業主がその届出を行った後

に焼失した可能性が相当高いと認められる一方で、この推認を妨げる特段

の事情は見当たらないこと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、

申立人が昭和 25 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所に対し行ったと認めるのが相当であり、かつ、申

立人の申立事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は 26 年 11

月 15日とすることが妥当であると判断する。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船

員保険法の一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規

定に準じ、１万円とすることが妥当である。 

なお、記録を管理する保険者は、戦災・火災等の大規模な事故により、

厚生年金保険被保険者名簿が焼失等したことから、現存する厚生年金保険

の被保険者記録に相当の欠落が見られる等、記録の不完全性が明らかな場

合においては、以上の事情を考慮の上、当該記録の欠落の原因が申立人又

は事業主にあることが特定できない案件に関して、実情にあった適切な取

扱基準を定め、これに対処すべきであるが、現時点ではこれが十分になさ

れているとは言えない。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録、Ｄ社が提出した申立人に

係る社員名簿及び同僚の供述等から判断すると、申立人がＣ社に継続して

勤務し（昭和 39 年９月１日にＣ社Ｇ営業所から同社本社に異動）、申立期

間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭

和 39 年 11 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、１万 8,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間③について、雇用保険の被保険者記録、Ｄ社が提出した申立人に

係る社員名簿及び同僚の供述等から判断すると、申立人がＣ社に継続して

勤務し（昭和 41 年５月１日にＣ社本社から同社Ｇ営業所に異動）、申立期

間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが



  

認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭

和 41 年３月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 2,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 41 年５月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30 日と

誤って記録するとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間③の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

４ 申立期間④について、雇用保険の被保険者記録、Ｄ社が提出した申立人に

係る社員名簿及び同僚の供述等から判断すると、申立人がＣ社に継続して

勤務し（昭和 41 年９月 16 日にＣ社Ｇ営業所から同社本社に異動）、申立

期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭

和 41 年 10 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 6,000

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2888 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立期間

の標準報酬月額に係る記録を平成 10 年 10 月は 50 万円、同年 11 月は 47 万円、

同年 12 月は 50 万円、11 年１月は 53 万円、同年２月から 13 年２月までは 50

万円、同年３月は 59万円、同年４月から 14年９月までは 50万円、同年 10月

から 15年３月までは 47万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 15年４月１日まで 

    年金事務所に標準報酬月額の記録を照会したところ、Ａ社に勤務していた

期間のうち、申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給されていた給与

支給総額より低い金額で記録されていることが分かった。 

    申立期間に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した給与明細書並びにＡ社が提出した賃金台帳等において確

認できる報酬月額及び保険料控除額から判断すると、申立人は、申立期間に

おいて、オンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える

保険料額を給与から控除されていることが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成 10 年 10 月は 50 万円、



  

同年 11 月は 47 万円、同年 12 月は 50 万円、11 年１月は 53 万円、同年２月か

ら 13 年２月までは 50 万円、同年３月は 59 万円、同年４月から 14 年９月ま

では 50 万円、同年 10 月から 15 年３月までは 47 万円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）の納付義務の履行については、事業主は、厚生年金保

険料額の算出及び控除について誤りを認めている上、当該事業所が提出した

申立人に係る賃金台帳等により確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合

う標準報酬月額とオンライン記録上の標準報酬月額が申立期間の全期間につ

いて一致していないことから判断すると、事業主は賃金台帳等で確認できる

報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結

果、社会保険事務所（当時）は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成７年８月から９年５月までは36万

円、同年６月から10年５月までは38万円、同年６月から11年９月までは36万円

に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和24年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から11年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給されて

いた給与支給額より低い金額で記録されている。申立期間前の給与支給額

に比べて、申立期間の給与支給額が下がった記憶は無いので、申立期間の

標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出された平

成７年から９年までの期間のうちの一部期間のものと推認される給与支払明細

書、及び10年６月から11年９月までの期間に係る給与支払明細書、並びに平成

７年及び９年から11年までの期間に係る源泉徴収票において確認又は推認でき

る報酬月額及び厚生年金保険料控除額から判断すると、７年８月から９年５月



  

までは36万円、同年６月から10年５月までは38万円、同年６月から11年９月ま

では36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、「当時の資料を保管しておらず、不明である。」と回答して

いるものの、申立人が保管する給与支払明細書及び源泉徴収票により確認又は

推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録

上の標準報酬月額が、申立期間の全期間において一致していないことから判断

すると、事業主は前述の給与支払明細書等で確認又は推認できる報酬月額又は

保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所

（当時）は、当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、22 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から 12年５月１日まで 

Ａ社に入社して退職するまでの期間において、給与の額に変更は無かっ

たにもかかわらず、年金事務所の記録では申立期間の標準報酬月額が、申

立期間前の標準報酬月額に比べて極端に低く記録されているので、申立期

間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立期間当時の事業主が、ともに、申立人のＡ社における在籍

期間中には、勤務形態及び給与形態に変更は無かったと供述しているところ、

申立人が提出した、平成 12 年４月 30 日に同社を退職したことに係る雇用保

険受給資格者証に記載されている離職時賃金日額から算出される、申立人の

退職前６か月間の報酬月額の平均は 19 万 680 円であり、当該報酬月額に見合

う標準報酬月額は、オンライン記録で確認できる申立期間に係る標準報酬月

額である９万 8,000 円と大幅に相違する一方、申立期間前の標準報酬月額で

ある 22万円とおおむね符合することが確認できる。 

また、オンライン記録でＡ社における厚生年金保険の被保険者として申立

人以外に唯一確認できる、経理及び社会保険の事務を担当していたとする事

業主の姉が平成９年＊月＊日に死亡しているところ、前述の事業主は、申立

人の同年から 11 年までの定時決定における健康保険厚生年金保険被保険者報

酬月額算定基礎届について、事業主自身が社会保険制度を理解しないまま、

申立人について、誤って前述の事業主の姉の標準報酬月額である９万 8,000



  

円を記載して提出する一方、給与の支払いについては、当該事業主の姉が記

載していた賃金台帳の記載内容に基づき、引き続き、変更前の標準報酬月額

22 万円に見合う厚生年金保険料額等について控除した後の金額を申立人に給

与として手渡しており、社会保険事務所（当時）からの保険料納入告知額と

申立人からの厚生年金保険料等の控除額との整合性については確認していな

かった旨を供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、22 万円相当

の給与の支給を受け、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額については、22 万円に訂正することが妥当

である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間の始期に当たる平成９年 10 月の定時決定にともなう健康保険

厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届を含め、申立期間において３回の同

算定基礎届の機会があり、そのいずれの機会においても社会保険事務所が事務

処理を誤ったとは考え難い上、事業主は、申立期間における同算定基礎届につ

いて誤った報酬月額を届け出たことを認めていることから、社会保険事務所は、

申立期間において、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 11 年１月か

ら同年３月までの期間は 22万円、同年４月は 18万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料（訂正前の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していない

と認められる。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年１月 20日から同年５月 27日まで 

年金事務所の記録では、Ａ社に勤務していた申立期間における標準報酬

月額は 12 万 6,000 円となっているが、当該標準報酬月額は、給与支払明細

書で確認できる総報酬額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額

と異なっているので、申立期間における標準報酬月額の記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間における標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、申立人が

提出した給与明細書において確認できる報酬月額及び保険料控除額から、平成

11 年１月から同年３月までの期間は 22 万円、同年４月は 18 万円に訂正する

ことが妥当である。 

また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、当時の事業主は、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得時の報酬月額

の届出に誤りがあったことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 2892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を平成元年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 47 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年３月 31日から同年４月１日まで 

    昭和 40 年４月１日にＡ社に入社し、平成 13 年９月 30 日に同社を定年退

職するまでの期間において勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被

保険者記録が確認できない。 

同社に継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ａ社が保管する申立人に係る人事異動日が記載さ

れた社報、同社の回答及び同社Ｂ工場に係るオンライン記録により申立期間

当時に厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚の供述から判断すると、

申立人が申立事業所に継続して勤務し（平成元年４月１日にＡ社Ｂ工場から

同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の平成元年３月のＡ社

Ｂ工場に係るオンライン記録から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社は、「厚生年金保険被保険者資格の喪失届に誤った日付を記載し届

出を行った可能性が高い。」と回答している上、事業主が平成元年４月１日を

資格喪失日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを



  

同年３月31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主は、同日を厚

生年金保険被保険者の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申

立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2893 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 46 年９月１日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額

を 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和６年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月 31日から同年９月１日まで 

昭和 25 年４月１日にＡ社に入社し、61 年９月 19 日に同社を退職するま

での期間において勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記

録が確認できない。 

同社に継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ｂ社が保管する申立人に係る人事カード及びＣ企

業年金基金が保管する加入員記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤

務し（昭和 46 年９月１日にＡ社から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和46年

７月のオンライン記録、及びＣ企業年金基金が保管する申立人の同年８月の加

入員記録から、10万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社は、「当時の届出等の関連資料を保管していないが、申立期間に係る

被保険者資格の喪失日については、厚生年金基金の加入員記録を訂正する旨届

け出たものの、同様の届出を社会保険事務所（当時）に行っていなかった可能

性が考えられる。申立人の申立期間の厚生年金保険料は納付していない。」と



  

回答している上、事業主が昭和46年９月１日を厚生年金保険被保険者資格の喪

失日として届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年８月31日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主は、同日を厚生年金保険被保

険者の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年

８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2183 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年３月から 55 年９月までの期間及び 56 年２月から 57 年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 27年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53年３月から 55年９月まで 

② 昭和 56年２月から 57年 12月まで 

昭和 54 年ごろ、妹に国民年金の加入を勧められ、両親及び妹と共にＡ市

Ｂ区役所に出向き、私の国民年金の加入手続を行った。この時、国民年金

保険料が未納になっている期間が数期間あったので、同区役所の職員から

国民年金保険料の一括払いを勧められて、一括納付した。 

その後、年金事務所に国民年金保険料の納付記録を確認したところ、申

立期間①については、国民年金に未加入になっており、申立期間②につい

ては、国民年金保険料が未納と記録されているが、申立期間①及び②の国

民年金保険料は納付しているはずであるので、申立期間の納付記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録により、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の

国民年金手帳記号番号の被保険者の加入年月日等から、平成３年６月ごろに申

立人に払い出されていることが推認され、それ以前に別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立人に当

該手帳記号番号が払い出された時点において、申立期間①及び②は時効により

国民年金保険料を納付できない期間である。 

 また、申立期間①については、国民年金の加入手続を行った際に、未納分の

国民年金保険料を一括納付したとしているが、納付したとする国民年金保険料

額は実際の保険料額と相違している。 

さらに、Ａ市Ｂ区役所が作成した申立人に係る国民年金被保険者名簿には、



  

昭和 56 年２月から平成３年５月までの期間における３回の国民年金被保険者

資格の取得及び２回の同資格の喪失に関する処理を同年７月に一括して行うと

ともに、元年９月から同年 12 月までの期間並びに３年５月及び同年６月の国

民年金保険料納付書を同年６月４日に発行したことが記録されていることが確

認でき、この記録はオンライン記録と一致することから、同区役所において、

申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、同年６月４日であることが推認さ

れる。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間に係る保険料納付を行って

いたとする申立人の母親は、保険料の納付を代理で納付していたことは記憶し

ているものの、申立期間②の再加入手続、納付時期等の記憶は曖昧
あいまい

であるな

ど、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和９年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 34 年４月に結婚し、両親が営んでいた店を手伝っていた。国民年金

制度発足当初の 36 年４月に夫婦で国民年金に加入し、申立期間の国民年金

保険料は毎月婦人会の人が集金に来ていたので納付していた。 

申立期間について未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年９月ごろに夫婦連番で払い出

されていることが、同手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人と同時に加

入したとする申立人の妻が所持する国民年金手帳は、手帳発行日が同年４月１

日と記載されていることから、申立人は、少なくとも同日以降に国民年金に加

入したものと推認され、その時点では、申立期間の大部分は時効により国民年

金保険料を納付できない期間である。 

また、申立人は、国民年金保険料を婦人会の人が集金に来ていたので納付

していたと主張しているところ、Ａ市では、「納付組合による国民年金保険料

の集金制度が始まったのは、昭和 36年 12月からであり、また、国民年金手帳

記号番号が払い出される前に国民年金保険料を徴収することは無い。」と回答

している上、申立人に係る国民年金被保険者台帳により、納付組合への納付開

始は、昭和 43 年４月からであることが確認できることから、申立人の主張は、

申立人が国民年金保険料の納付を開始した時期以降の記憶であると考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものとを認めるこ

とはできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2185 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

昭和 34 年４月に結婚し、両親が営んでいた店を手伝っていた。国民年金

制度発足当初の昭和 36 年４月に夫婦で国民年金に加入し、申立期間の国民

年金保険料は毎月婦人会の人が集金に来ていたので納付していた。 

申立期間について未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年９月ごろに夫婦連番で払い出

されていることが、同手帳記号番号払出簿により確認でき、申立人が所持する

国民年金手帳は、手帳発行日が昭和 42 年４月１日と記載されていることから、

申立人は、少なくとも同日以降に国民年金に加入したものと推認され、その時

点では、申立期間の大部分は時効により国民年金保険料を納付できない期間で

ある。 

また、申立人は、国民年金保険料を婦人会の人が集金に来ていたので納付

していたと主張しているところ、Ａ市では、「納付組合による国民年金保険料

の集金制度が始まったのは、昭和 36年 12月からであり、国民年金手帳記号番

号が払い出される前に国民年金保険料を徴収することは無い。」と回答してい

る上、申立人に係る国民年金被保険者台帳により、納付組合による納付開始は、

昭和 43 年４月からであることが確認できることから、申立人の主張は、申立

人が国民年金保険料の納付を開始した時期以降の記憶であると考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない上、申立人に別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものとを認めるこ

とはできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年３月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 37年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月 

次の就職先が平成元年４月からと決まっており、その間に就職の準備等も

あったため、勤めていた会社を同年２月末日で退職し、Ａ市Ｂ区にある実家

に転居した。母から国民年金のことを聞き、同市Ｂ区役所に行って、相談し

たところ、次の就職までの１か月間のみについて国民年金の加入を勧められ

て、保険料を窓口で納付した。領収書のようなものをもらったが、現在は所

持していない。これ以降、何度かの転職の際もその都度国民年金の加入手続

を行い、例え１か月間でも納付を忘れたことは無く、きちんと保険料を納付

している。 

申立期間の納付記録を訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、基礎年金番号が導入された平成９年１月１日に基礎年金

番号が付番されているものの、年金事務所及びＡ市Ｂ区役所において、上記基

礎年金番号が付番された以前に、申立人が国民年金に加入していた記録が確認

できないことから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、申立人は国民年

金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

また、申立人の所持する年金手帳には、国民年金手帳記号番号が払い出さ

れたことを示す記載は無く、申立人は、上記基礎年金番号が付番された年金手

帳のほかに年金手帳を所持したことは無いと供述しており、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 2187 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52年４月から 55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 29年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から 55年３月まで          

昭和 52 年３月に大学を卒業してＡ市に戻り、個人事業を営み、国民年金

に加入した。同年４月１日から国民年金に加入した記録が年金手帳に残っ

ており、国民年金に加入して保険料を納付しないということは考えられな

いので、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 52 年４月１日に国民年金に加入したと申し立てているとこ

ろ、国民年金手帳記号番号払出簿から、申立人の記号番号が 55 年４月に払い

出されていることが確認できる上、Ａ市Ｂ区役所が作成した国民年金被保険者

名簿には、受付日が「昭和 55 年４月 10 日」、資格取得日が「昭和 55 年４月

１日」と記載されていることが確認できることから、同年４月 10 日に国民年

金の加入手続が行われ、申立人が大学を卒業し、国民年金の強制加入被保険者

としての資格を取得した 52 年４月１日にさかのぼって資格を取得したと記録

されたものと考えられる。 

   また、前述の被保険者名簿において、昭和 55 年４月以降の国民年金保険料

の納付記録が確認できるが、申立期間については納付記録を確認できない上、

申立人が国民年金の加入手続を行ったと考えられる時点では、申立期間の大

部分が過年度納付及び申立人が加入手続を行ったと考えられる時点において

実施されていた特例納付によるほかには国民年金保険料を納付できないが、

申立人は、国民年金保険料をさかのぼって納付したことや一括して納付した

ことはないと供述している。 

   さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわ

せる事情は見当たらず、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していた



  

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに申立期間の国

民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

私は、大学を卒業後、昭和 56 年４月にＡ社に就職したが、当時、同社は

厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、国民年金の加入手続を当時

の同社の事務長が行ってくれた。保険料は自分の給料から毎月天引きされ

ていたと思う。 

事務長は既に死亡しているが、入社した段階で国民年金に加入し、保険

料もきちんと納付していたと思うので、申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 57 年８月に払い出されており、そ

れ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらないことから、申立期間の国民年金保険料は過年度納付によって

のみ納付することは可能であるものの、申立人は、保険料は給与から毎月引か

れていたとしている上、オンライン記録には申立期間の保険料が過年度納付さ

れた事跡は見当たらず、ほかに申立期間の保険料が過年度納付されたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付はＡ社が

行い、申立人及びその両親は関与していないと供述しているものの、申立人が

同社を退職し別の会社に入社した昭和 59 年４月から同年６月までの保険料が

いったんは納付済みとされており、この間の保険料をＡ社が納付することは考

え難く、保険料の納付に係る申立人の供述内容と符合しない。 

さらに、申立人と同時期にＡ社に入社したとする同僚についても、申立期

間当時、国民年金に加入した事跡は見当たらないこと、及びＡ社の事務長から



  

の供述を得ることはできず、国民年金保険料の納付状況等が不明であることな

どを踏まえると、申立期間の保険料について、Ａ社が申立人に代わり保険料を

納付していたものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（給与明細書、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2189 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年２月から 44 年８月までの期間及び 52 年 10 月から 55 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年２月から 44年８月まで 

         ② 昭和 52年 10月から 55年６月まで 

申立期間①については、結婚後、義母から加入を勧められて国民年金に加

入した。その当時、国民年金保険料は月額数百円だったような気がするが、

保険料を義母に預けて、義母が自身の分と一緒に集金に来ていた婦人会の

人に納めていたと記憶している。 

申立期間②については、昭和 49 年８月に、Ａ社を辞めて、厚生年金保険

の被保険者ではなくなったので、52 年６月に国民年金に加入した。57 年７

月に現在のＢ県Ｃ町の家に移る前の、同年６月分までの国民年金保険料は、

途中で１回の中断はあったが、ほぼ納めたと記憶している。このころの保

険料は３か月分で合計１万数千円くらいだったが、現在は亡くなっている

友人に預けて納付してもらっていた。 

申立期間の国民年金保険料を納付したものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52 年６月

に任意加入により払い出されており、それ以前に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、当該期間は国民年

金の未加入期間となり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと

考えられる。 

また、申立期間②については、申立人の国民年金保険料を納付していたと

する申立人の知人からの供述が得られない上、オンライン記録、特殊台帳及び

Ｃ町の国民年金被保険者名簿のいずれにおいても、申立人は昭和 52 年６月に



  

任意加入被保険者の資格を取得した後、同年 10 月に同資格を喪失し、55 年７

月に同資格を再取得していることから、国民年金に加入した後、57 年７月に

Ｃ町の家に移るまでの間に、途中で１回、国民年金の加入を中断したことがあ

るという申立人の記憶とも符合し、当該期間は国民年金の未加入期間となり、

国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から同年 10 月までの期間及び平成３年２月から同

年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から同年 10月まで 

             ② 平成３年２月から同年８月まで 

申立期間①の期間については、結婚前であったので旧姓で国民年金保険

料を納付していた。 

また、申立期間②の期間は結婚して間もない時期であり、夫が公務員の

ため仕事上年金の勉強をしていた。その勉強の中で国民年金の保険料を滞

納している期間があると、不慮の事故等で障害者になっても障害基礎年金

が支給されない場合があるということを知り、私にその旨を語ってくれた。

そこで、私はＡ市Ｂ区のＣ出張所に行って、障害年金等について色々相談

した記憶がある。その際に、申立期間②が未納期間と教えられ、後日納付

書に現金を添えて同出張所で保険料を納付した。 

申立期間①及び②について保険料を納付したのは間違いないので、納付

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和 61 年８月にＤ県で国民年金に加入

し、オンライン記録によると、当該期間直前の 63 年１月から同年３月までの

国民年金保険料が 62 年 12 月 28 日に納付されていることが確認されるところ、

申立人は、63 年１月ごろにＤ県Ｅ町からＡ市に住所を移転し、同年４月には

同市に所在するＦ社に入社したと供述していること、同市の国民年金被保険者

名簿に記載された国民年金手帳記号番号は、平成３年 11 月ごろに同市で払い

出されたものであり、この時点では当該期間は時効により保険料を納付できな

い期間であること、及び同市においてＥ町で払い出された国民年金手帳記号番



  

号の記録は見当たらないことから、同市では、申立人の住所移転を把握してお

らず、当該期間に係る国民年金保険料の納付書は申立人に対し発行されなかっ

たものと推認され、申立人は、保険料を納付することはできなかったものと考

えられる。 

また、申立期間②について、申立人は、平成３年 12 月ごろ、Ａ市Ｂ区Ｃ出

張所で当該期間の国民年金保険料を一括納付したと供述しているものの、この

時点において、当該期間のうち３年２月及び同年３月の保険料は過年度納付、

同年４月から同年８月までの保険料は現年度納付となるところ、同出張所では

過年度保険料の納付はできない上、保険料額等についての申立人の記憶は定か

ではなく、保険料の納付状況等が不明であることを踏まえると、当該期間の保

険料が納付されていたものとは考え難い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2191 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年６月から 50年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

   2 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年６月から 50年９月まで 

「ねんきん特別便」によると、私が国民年金に加入したのは、昭和 50 年

10 月となっており、加入時期に疑問が生じたので、Ａ県Ｂ市役所に確認し

たところ、昭和 50 年度の国民年金保険料は月額千円余と聞いた。私は、45

年６月ごろに同市役所に勤務していた職員に勧められて国民年金に加入し、

当時の国民年金保険料は月額数百円で年金手帳に印紙を貼
は

って保険料を納

付したと記憶している。後にＣ郵便局で毎月保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 10 月にＢ市で任意加入によ

り払い出されており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情は見当たらない上、申立人の所持する国民年金手帳

及びオンライン記録では、申立人は、同年同月 17 日に初めて国民年金被保険

者資格を取得していることが確認できることから、申立期間は国民年金の未加

入期間となり、国民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられ

る。 

また、申立人は、Ｃ郵便局で国民年金保険料を納付していたと供述してい

るものの、Ｂ市では、同市内の郵便局が国民年金保険料収納の指定金融機関と

なったのは、昭和 61年度からとしており、申立人の供述内容と符合しない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡国民年金 事案 2192 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53年 12月から 61年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 53年 12月から 61年 11月まで                           

私は、20 歳になった後、父から国民年金の説明を聞き、Ａ市Ｂ区役所

（現在は、同市Ｃ区役所）で国民年金の加入手続をした。申立期間の国民

年金保険料は、初めの数回は納付書で、その後は口座振替で毎月納付して

いた。 

保険料の全額免除を受けていた平成６年度から８年度までの期間につい

て、追納の申込みをした際に、社会保険事務所（当時）の職員に、この期

間以外に納付していない期間がないか聞いたところ、「昭和 53 年 12 月か

らずっと納付していて、平成６年度から８年度までの期間以外未納はな

い。」と言われた記憶がある。 

申立期間について未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年 11 月にＡ市Ｅ区で払い出さ

れており、それ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらず、国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、

申立期間の大部分は、時効によりさかのぼって納付することもできない期間で

ある。 

また、Ａ市の国民年金被保険者名簿によると、昭和 61 年４月から同年 11

月までの国民年金保険料納付記録欄に、保険料が未納であることを示す「未」

と記載されている上、オンライン記録及び同市の国民年金収滞納一覧表におい

ても、保険料の納付事跡は 61年 12月以降であり、保険料の納付方法等につい

ての申立人の記憶は定かではないことなどを踏まえると、申立人が保険料の納

付を始めた時期は同年 12 月からと推認され、申立期間の保険料が納付されて



  

いたものとは考え難い。 

なお、前述のＡ市の収滞納一覧表によると、申立人の保険料の口座振替が

開始された時期は平成４年２月からである。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡国民年金 事案 2193 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年４月から 41 年７月までの期間、42 年４月から 45 年 10

月までの期間、52年４月から同年 10月までの期間、54年 10月及び 55年３月

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年４月から 41年７月まで 

             ② 昭和 42年４月から 45年 10月まで 

             ③ 昭和 52年４月から同年 10月まで 

             ④ 昭和 54年 10月 

             ⑤ 昭和 55年３月 

昭和 40 年５月ごろに、父が私の国民年金の加入手続をしてくれたと思っ

ている。父は、以前から私に国民年金の加入手続をするように言っていた

が、私は意味が分からずに、父にすべて任せていた。 

また、国民年金保険料の納付も、経済的な理由からすべて父に任せてい

たが、その父も平成９年＊月に死亡しているために当時のことを聞くこと

はできない。当時の記憶が無く、関連資料も無いが、申立期間について未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 42 年９月

に申立人の元妻と連番で払い出されていることが確認でき、それ以前に別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらな

い上、オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名簿のいずれにおいても、

申立人は、申立人の元妻と同様に、41 年８月にさかのぼって初めて国民年金

被保険者資格を取得していることが確認できることから、当該期間は、国民年

金の未加入期間となり、申立人の父親は、申立人の国民年金保険料を納付する

ことはできなかったものと考えられる。 

また、申立期間②については、当該期間直前の昭和 41 年８月から 42 年３



  

月までの国民年金保険料は納付済みとされているものの、申立人の国民年金被

保険者資格の取得時期は、申立人の元妻が厚生年金保険被保険者資格を喪失し

国民年金被保険者資格を取得した 41 年８月で一致しており、この期間の保険

料は、申立人の父親ではなく、申立人の元妻が夫婦二人分を過年度納付したも

のと考えるのが自然である上、オンライン記録及びＡ市の国民年金被保険者名

簿のいずれにおいても当該期間は未納とされていること、申立人は同年 12 月

には元妻と離婚していること、及び当該期間当時申立人の父親は申立人と別居

していることなどを踏まえると、当該期間の保険料が納付されていたものとは

考え難い。 

さらに、申立期間③、④及び⑤は、オンライン記録では国民年金の未加入

期間となっている上、申立人及びその父親が当該期間に厚生年金保険から国民

年金への切替手続を行ったとする形跡もうかがえないことから、当該期間の国

民年金保険料を納付することはできなかったものと考えられる。 

加えて、申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 2194 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50年４月から 52年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 30年生   

住    所 ：    

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から52年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は納付されていない期間とされているが、申

立期間当時は、26歳ごろに退職した職場の退職金等で経済的にも余裕が

あったので、過去の国民年金保険料をさかのぼって納付した記憶があり、

また、平成５年ごろに国民年金保険料の納付状況が気になったので、社会

保険事務所（当時）に相談した際に、同事務所から、「20歳以降の期間に

ついては、昭和60年４月から61年９月までの国民年金の未加入期間を除き、

きちんと納付されている。」との説明も受けた記憶があるので、申立期間

の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当初、「26歳ごろに退職した職場の退職金で申立期間の国民年

金保険料を納付した。」と供述しているところ、オンライン記録により、申立

人の国民年金手帳記号番号は昭和57年１月に払い出されていることが確認でき、

当該時点においては、時効により申立期間の国民年金保険料を納付することが

できなかったものと考えられる。 

また、申立人は、「退職以前の職場に在籍中に申立期間に係る国民年金保険

料を納付したかもしれない。」とも供述しているが、申立人の国民年金の加

入手続、同保険料の納付方法、納付金額等の記憶は曖昧
あいまい

である上、申立人に

対して上記とは別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、当時のＡ市Ｂ区役所が作成した国民

年金被保険者名簿により、申立人に係る記録として、昭和57年１月に「50年



  

４月２日資格取得」、「52年４月１日資格喪失」及び「55年４月１日資格取

得」の記録をまとめて記載していることが確認できるなど、ほかに申立期間

の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年９月１日から 51年３月 31日まで  

年金裁定請求の際に社会保険事務所(当時)に厚生年金保険の被保険者記

録について照会したところ、Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社Ｄ支店）に勤務

していた申立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

Ａ社Ｂ事業所に入社した当日に、担当上司から、半年間以上勤務するの

であれば、入社時から厚生年金保険に加入することができるので、前の勤

務先で取得した厚生年金保険被保険者証と失業保険証を持って来るように

言われたことを記憶しており、申立期間は、厚生年金保険に加入していた

はずであり、同事業所を退職した後に失業保険も受給した記憶がある。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社Ｂ事業所における業務内容、雇用実態についての具体的な供述

から判断すると、申立人が申立事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｃ社Ｄ支店は、「当時の申立人に係る人事記録及び賃金台

帳等は保存していない。Ａ社の職員として、申立人の在籍記録は確認できない

ことから判断すると、申立人は臨時的に雇用された従業員であったと思われ

る。」と回答している。 

また、申立人は、「申立期間におけるＡ社Ｂ事業所での雇用形態は、アル

バイトであった。当該事業所から日雇健康保険手帳のようなものを支給され、

１日勤務するごとにシールを貼ってもらっていた。当該手帳は勤務した申立期

間において使用していた。」と供述していること、及び申立事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿には、印紙購入手帳記号番号の記載があること

から判断すると、当時、申立人は申立期間において日雇労働者健康保険の被保



  

険者であったことがうかがえる。 

さらに、オンライン記録において、申立人が昭和 50 年５月 16 日に国民年

金被保険者資格を取得し、59 年９月３日に同資格を喪失しており、申立期間

を含むすべての国民年金の被保険者期間において国民年金保険料を納付してい

たことが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月 16日から同年７月１日まで 

私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 49 年３月 16 日から現在までの期間

において継続して勤務しており、私が所持している「平成 22 年度休暇・欠

勤カード」の入社年月日欄にも昭和 49年３月 16日と記録されている。 

Ａ社は、同社の親会社であるＣ社（現在は、Ｄ社）の国内各地区でサー

ビス業務に携わる複数の子会社を吸収合併して設立されたもので、会社名

は変わっても業務内容、処遇等に何ら変更は無く、健康保険も継続してＥ

健康保険組合に加入している。 

申立期間の厚生年金保険料は給与から控除されていたのは間違いないの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び申立人が所持しているＡ社の「平成 22 年度休

暇・欠勤カード」から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当することになったのは昭和 49 年７月１日であり、申立期間において適

用事業所に該当していた記録は確認できない上、申立事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿でも、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は、

同社が厚生年金保険の適用事業所に該当することになった同年７月１日である

ことが確認できる。 

また、申立事業所が提出した「失業保険被保険者資格取得通知書」及び申

立人が所持している前述の休暇・欠勤カードにより、Ａ社に直接採用されたこ

とがうかがえるところ、前述の被保険者名簿により、申立人と同日に厚生年金



  

保険被保険者の資格を取得したことが確認できる、申立期間当時に同社で給与

事務を担当していたとする同僚は、「私は、昭和 49 年４月ごろに入社した後、

総務において、２か月から３か月の期間において給与計算事務を担当した。Ｃ

社から異動した従業員の保険料控除は担当してないので不明であるが、私が担

当していたＡ社に直接採用された従業員については、申立期間当時、厚生年金

保険料を給与から控除していなかったと思う。私自身は同年６月までの３か月

間は試用期間であった。」と供述し、申立人と同日に厚生年金保険被保険者の

資格を取得したことが確認できる別の同僚は「私は昭和 49 年１月ごろに入社

して総務にいたが、３か月間は試用期間だった。記憶は定かではないが、少な

くとも試用期間中は、保険料は控除されていなかったと思う。」と供述してい

ることから判断すると、当時、申立事業所では、直接採用した従業員について

必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうか

がえる。 

さらに、前述の被保険者名簿において申立人と同日に厚生年金保険被保険

者資格を取得していることが確認できる同僚のうち、オンライン記録により同

社グループにおいて初めて同被保険者資格を取得していることが確認でき、連

絡のとれた同僚であって、同社において取得日以前から勤務していたとしてい

る複数の同僚から、同社での申立期間に係る保険料控除についての具体的な供

述は得られない上、同社の事業主に照会した結果、「申立人の申立期間の保険

料控除については、当時の、給与台帳等の資料は保管しておらず、担当者も既

に退職しており不明である。」と回答していることから、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認でき

る関連資料及び供述を得ることができない。 

加えて、申立人が事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2896 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和９年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年４月１日から 27年３月 20日まで 

    年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社（昭和

25 年 12 月にＢ社と名称変更し、現在は、Ｃ社）に勤務していた申立期間の

被保険者記録が無いとの回答を受けた。     

    私はＤ県立Ｅ高等学校を卒業後、昭和 25 年４月１日にＡ社に入社し、29

年６月末日に退職するまでの期間において、継続して勤務していたはずで

あるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｄ県立Ｅ高等学校を卒業後、Ａ社に就職したと主張していると

ころ、同校が提出した申立人に係る「卒業証明書」により、申立人が昭和 27

年３月１日付けで同校の全日制の課程を卒業しており、申立人は申立期間にお

いて同校に在学中であったことが確認できる。 

また、申立人が上司として名前を挙げた者は、「私は昭和 25 年 11 月 17 日

にＡ社に入社し、同年 12 月に厚生年金保険被保険者の資格を取得しており、

私の被保険者記録に間違いは無い。申立人は、私と同じ業務を行っていたが、

入社日は私よりも後だったはずである。」と供述しているところ、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、当該上司は、昭和 25年 12月に

厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿により、申立

人の厚生年金保険被保険者記号番号が払い出されたのは、昭和 27年３月 20日

であることが確認できる上、前述の被保険者名簿及び申立人に係る健康保険厚

生年金保険被保険者台帳（旧台帳）により、申立人が上記の被保険者記号番号

が払い出された同日に申立事業所において厚生年金保険被保険者の資格を取得



  

し、29 年７月１日に同資格を喪失していることが確認できるものの、申立期

間における申立人の被保険者記録は確認できない。 

   加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2897（事案 1890の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和６年生   

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年１月 27日から 47年９月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録について照会し

たところ、昭和 42 年 11 月から 47 年８月末までの期間にＡ社に勤務してい

たにもかかわらず、記憶している在籍期間と厚生年金保険の被保険者期間

が相違していることが分かった。 

年金記録確認第三者委員会に申立てを行ったところ、申立期間は厚生年

金保険の被保険者期間として認められないとの通知を受け取ったが納得で

きない。 

今回、申立期間にＡ社に在籍していたことを示す資料として、同社に在

籍中に売買業務に携わった商業用建物の土地所有権移転に係る不動産登記

簿謄本を提出するので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が名前を挙げた同僚、及び

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者

記録が確認できる同僚のいずれからも、申立期間における勤務実態及び厚生年

金保険料の控除についての具体的な供述が得られないこと、ⅱ）申立期間にお

ける事業主は所在不明であり、当時の関連資料も無いため、申立期間における

勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除について確認することができ

ないことなどを理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 22年３月 10日

付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、申立期間中にＡ社に在籍していたことを示す資料として、

同社に在籍中に売買業務に携わったとする昭和 46 年９月３日に所有権移転登



  

記が行われた商業用建物の土地に係る不動産登記簿謄本を提出しているものの、

当該不動産登記簿謄本には申立事業所の名称及び申立人の名前の記載は見当た

らず、申立人が申立期間において申立事業所に勤務していたことは確認できな

い。 

また、前述の被保険者名簿により、申立人と同じ業務に携わったとされる上

司及び同僚は、当該土地に係る所有権移転登記が行われたとする昭和 46 年９

月３日より３年４か月前の 43年５月３日及び同年４月 25日にそれぞれ申立事

業所における厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる上、

前記の上司は、前述の被保険者名簿によれば、申立ての土地に係る所有権移転

登記が行われた時点では別の事業所において厚生年金保険被保険者の資格を取

得していることが確認できるところ、当該上司は、「当該土地に係る所有権移

転登記が行われた時期に在籍した事業所はＡ社ではない。」と供述している。 

さらに、前述の商業用建物に係る不動産登記簿謄本によれば、建物に係る所

有権を移転する登記は、申立期間前の昭和 43年１月 12日に行われていること

が確認できるところ、前述の被保険者名簿において、申立人、前記の上司及び

同僚について、同日時点で厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、当該上司

は「私はＡ社在籍中に当該商業用建物の売買業務に携わったが、同社に在籍中

に当該買収に係る業務は終わっていたものと思われる。」と供述している。 

加えて、適用事業所名簿によれば、申立事業所は昭和 44年 12月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間のうち、同日から

47 年９月１日までの期間については厚生年金保険の適用事業所ではなかった

ことが確認できる。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2898 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 12年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34年３月から 35年２月まで  

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間は、Ａ社において運転手の助手として勤務し、給与から厚生年

金保険料を控除されていたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶する同僚一人の厚生年金保険の被保険者記録が、Ａ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できること、上記同僚の供述、

及び申立人が所持する、申立事業所と推認される事業所名が表記された自動車

に申立人が乗車しているとする写真から判断すると、期間の特定はできないも

のの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、Ａ社は昭和 43 年３月１日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当時の事業主は死亡してお

り、当時の上司及び同社で給与支払事務を担当していたとする同僚はいずれも

申立人を記憶していないことから、申立人の申立期間における厚生年金保険の

加入状況及び厚生年金保険料の控除等について確認できる関連資料及び供述を

得ることができない。 

また、上記の給与支払事務を担当していたとする同僚は、「従業員の入社

後すぐには、厚生年金保険の加入手続を行っていなかった。」と供述している

上、同社で経理事務を担当していたとする同僚は、「私は、入社してから１年

後に厚生年金保険被保険者の資格を取得したことになっている。」と供述して

いるところ、前述の被保険者名簿において、上記同僚について、厚生年金保険



  

被保険者資格の取得時期が、それぞれが供述する勤務開始時期と一致していな

いことなどから判断すると、当時、申立事業所では、従業員について必ずしも

入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

    さらに、前述の被保険者名簿では、申立期間における申立人の厚生年金保険

の被保険者記録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申

立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

    加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2899（事案 434の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年から 35年まで 

Ａ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社Ｄ事業所）における昭和 33 年から 35 年ま

での期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できなかったため、年

金記録確認第三者委員会に申立てを行ったが、記録訂正には至らなかった。 

当時、健康保険被保険者証を使用した記憶があるため、厚生年金保険に

加入していたはずであり、今回、申立期間を昭和 34 年から 35 年までの期

間に変更して申立てを行うので、再度調査の上、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立期間に係る申立てについては、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿により、申立人が名前を挙げた同僚の厚生年金保険の

被保険者記録が確認できること及び当該同僚の供述から判断すると、申立人と

申立事業所との雇用関係は確認できないものの、申立人が申立事業所に勤務し

ていたことを推認することができる一方、ⅰ）当該被保険者名簿では、申立人

の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、申立期間における健康保険

の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い

こと、ⅱ）Ｃ社Ｄ事業所では、申立人に係る関連資料は保存していないと回答

している上、申立人が名前を挙げた同僚は、「申立人は現場作業員として下請

けの会社にいた記憶があるが、厚生年金保険の加入状況については分からな

い。」と供述していることなどから、申立人の申立期間における勤務実態及び

事業主による厚生年金保険料の控除について確認できないことなどを理由とし

て、既に当委員会の決定に基づき平成 20 年 10 月 29 日付けで年金記録の訂正

が必要とまでは言えないとする通知が行われている。 



  

今回、申立人は、申立期間を変更し、当時、健康保険被保険者証を使用し

た記憶があるため、厚生年金保険に加入していたはずであるとして再度申立て

を行っているが、ⅰ）Ｃ社Ｄ事業所では、日雇健康保険に係る関係書類が新た

に確認できたため、当時は、日雇健康保険に加入する作業員がいたものと考え

られると回答していること、ⅱ）前述の被保険者名簿から、申立期間当時、厚

生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚らに聴取したところ、当時、作業

員は厚生年金保険ではなく、日雇健康保険に加入しており、厚生年金保険料が

控除されていた常用の従業員は少数であったと供述していることなど、申立内

容を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらず、その他に委員会の当初の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険

被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2900（事案 794、1921の再々申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月 12日から 40年１月１日まで 

昭和 38 年 11 月 12 日にＡ社Ｂ支店に入社しているが、厚生年金保険被保

険者資格の取得日は 40 年１月１日となっており、申立期間における厚生年

金保険の被保険者記録が確認できなかったため、２度にわたり年金記録確

認第三者委員会に記録の訂正を申し立てたが、いずれも認められなかった。 

今回、新たに当時の経理担当者と連絡が取れたので、再度調査の上、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立期間における申立人に係る雇用保

険の被保険者記録は確認できるものの、Ａ社Ｂ支店は、申立人に係る社会保険

関係資料等は保存していないと回答している上、申立事業所に勤務していた申

立人の同僚の供述から判断すると、申立事業所では入社と同時に厚生年金保険

被保険者の資格を一律に取得させていなかった事情がうかがえるなどとして、

既に当委員会の決定に基づき平成 21 年３月６日付けで年金記録の訂正が必要

とまでは言えないとする通知が行われている。 

その後、申立人は申立期間において間違いなく厚生年金保険に加入してい

たとして再度申立てを行っているが、申立人が新たに名前を挙げた同僚は、

「申立人に係る記憶はあるが、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いに

ついては分からない。」と供述している上、申立事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿において、申立人と同時期に厚生年金保険被保険者の資格

を取得していることが確認できる同僚 10 人について雇用保険の被保険者記録

を確認したところ、このうち７人は、雇用保険被保険者の資格を取得して約３

か月から約 14 か月の期間が経過した後に厚生年金保険被保険者の資格を取得



  

しており、雇用保険被保険者資格の取得日及び厚生年金保険被保険者資格の取

得日は必ずしも一致しておらず、これらは委員会の当初の決定を変更すべき新

たな事情とは認められず、平成 22年３月 17日付けで年金記録の訂正が必要と

までは言えないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、新たに当時の経理担当者の名前を挙げて申立てを行って

いるが、当該経理担当者は、「昭和 27 年ごろ、会社で計算した厚生年金保険

料の納付額と社会保険事務所（当時）からの納入告知額に差があったため、社

会保険事務所と一緒に厚生年金保険料を精査した記憶がある。従業員の厚生年

金保険料は入社と同時に給与から控除していたはずであるが、厚生年金保険料

を精査して以降、申立期間を含めて、会社で計算した厚生年金保険料の納付額

と社会保険事務所からの納入告知額は一致していた。」と供述している上、被

保険者名簿において、前述の雇用保険の被保険者記録を確認した同僚 10 人と

は別に、申立人と同時期に厚生年金保険被保険者の資格を取得している同僚６

人について雇用保険の被保険者記録を確認したところ、いずれも、雇用保険被

保険者の資格を取得して約４か月から約 16 か月の期間が経過した後に厚生年

金保険被保険者の資格を取得しており、雇用保険被保険者資格の取得日及び厚

生年金保険被保険者資格の取得日は必ずしも一致していないことが確認できる。 

その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 2901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第３種被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月１日から 42年４月１日まで 

Ａ社Ｂ事務所に入社後、昭和 42 年４月１日に厚生年金保険の被保険者種

別が第１種被保険者から第３種被保険者に変更されているが、申立期間に

おいても実際に入坑し技術者として勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の第３種被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間における厚生年金保険の被保険者種別について、Ａ社Ｂ

事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録とオンライン記録は一

致している上、申立人が提出した給与明細書により、申立期間において、厚生

年金保険の第１種被保険者としての厚生年金保険料が事業主により控除され、

第３種被保険者としての厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、「当社のＢ事務所が閉鎖されてから相当年数が経過してお

り、当時の関連資料は無く、申立内容を確認できない。」と回答している。 

さらに、前述の被保険者名簿から、申立期間当時、厚生年金保険の被保険

者記録が確認できる同僚二人は、それぞれ、「私は、申立人と同じ工事を担当

しており、昭和 42 年４月ごろから常時入坑して工事を行うようになったが、

それまでの期間については時々入坑していた状態であったと記憶している。」、

「私は、申立人と同じ工事を担当しており、具体的な時期は分からないが、開

発を断念する１年くらい前から常時入坑していたように記憶している。当時の

厚生年金保険の被保険者種別や入坑手当については分からない。」と供述して

いるところ、当該同僚二人を含む 13人の同僚は、申立人と同日の昭和 42年４

月１日に厚生年金保険の被保険者種別が第１種被保険者から第３種被保険者に

変更されていることが確認できる。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が、申立期間について、厚生年金保険第３種被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年７月から 39年５月３日まで 

             ② 昭和 40年６月から 55年 11月まで 

             ③ 昭和 41年９月 10日から同年９月 17日まで 

Ａ社Ｂ支店Ｃ営業所との委託契約により外務員として勤務していた申立

期間①、Ｄ社Ｅ事業所との委託契約により外務員として勤務していた申立

期間②、及びＦ社Ｇ事業所の敷地内にあった事業所で勤務していた申立期

間③に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。これらの事業所

に勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社は、「申立期間①当時、当社の外務員について

は嘱託員と委託契約員が混在し、嘱託員は厚生年金保険に加入させていた

が、委託契約員は個人事業主として取り扱っており、厚生年金保険に加入

させていなかった。当時の嘱託員に係る在籍記録に申立人の氏名が確認で

きないので、申立人は委託契約員であったと考えられる。」と回答してい

る。 

また、申立人が名前を挙げた同僚は、｢私は申立人の後任で、委託契約に

より個人事業主として外務業務を行っていた。当時、厚生年金保険に加入

していなかったため、給与から厚生年金保険料が控除されることは無く、

国民年金に加入していた。｣と供述しているところ、Ａ社Ｂ支店に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間①当時、当該同僚につ

いて厚生年金保険の被保険者記録が確認できないとともに、オンライン記

録において、当時、当該同僚は国民年金に加入し、国民年金保険料を納付



  

していることが確認できることから判断すると、当時、申立事業所では、

委託契約員については必ずしも厚生年金保険に加入させていたとは限らな

い事情がうかがえる。 

さらに、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申

立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、申立期間①におけ

る健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したも

のとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 

２ 申立期間②について、申立人が提出した昭和 48年５月 15日付けＤ社Ｅ事

業所発行の感謝状及び申立人が名前を挙げた同僚の供述から判断すると、

勤務期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかしながら、申立人の申立事業所に係る雇用保険の被保険者記録は確

認できない。 

また、Ｄ社Ｅ事業所では、「申立期間②当時の職員に係る在籍記録に申

立人の記録が確認できないため、申立人は正社員として登用されていな

かったと思われる。」と回答している。 

さらに、申立人が名前を挙げた同僚は、｢申立期間②当時、申立人は委託

員として勤務していた。私の場合も正社員に係る登用試験に合格するまで

の期間については、申立人と同じ委託員であったので、厚生年金保険には

加入しておらず、給与から厚生年金保険料が控除されることも無かった。｣

と供述しているところ、Ｄ社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において、当該同僚が申立人と同じ委託員として勤務していたとす

る期間について、厚生年金保険の被保険者記録は確認できないことから判

断すると、当時、申立事業所では、委託員については必ずしも厚生年金保

険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

加えて、Ｄ社Ｅ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、申立期間②にお

ける健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落した

ものとは考え難いほか、申立人が申立人と同じ委託員であったと供述して

いる申立人の父に係る厚生年金保険の被保険者記録についても確認できな

い。 

    また、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、



  

申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ 申立期間③について、申立人の雇用保険の被保険者記録は確認できない。 

また、申立人は、｢Ｆ社Ｇ事業所の敷地内にあった事業所に入社し、８日

間勤務した後に退職した。」と主張しているが、当該事業所名、事業主及

び同僚等の氏名を確認できないことから、当時の事業主等に照会すること

ができず、申立人の申立期間③における勤務実態及び事業主による厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｆ社は、｢当社のＧ事業所の敷地内には、多数の下請業者等が存

在していたが、当社は下請業者等の従業員について管理していないので、

申立人の申立内容を確認できない。｣と回答しており、申立事業所の名称等

について特定することができない。 

加えて、Ｆ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、申立期間③における

健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したもの

とは考え難い。 

    また、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

    このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

 

４ これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 12月１日から４年 11月まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の喪失日が平

成２年 12 月１日と記録されているが、申立期間において勤務していたこと

は事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録によれば、申立人のＢ社に係る離職日は平成２年

11 月 30 日となっており、当該離職日は、オンライン記録上の厚生年金保険被

保険者資格の喪失日と符合していることが確認できる。 

また、雇用保険に係る支給台帳によれば、申立人は平成２年 11 月 30 日に

申立事業所を自己都合により離職し、同年 12月 11日に求職申込手続を行って

おり、待機期間及び給付制限期間満了後の３年３月 18日から同年９月 13日ま

での期間（180日間）において基本手当を受給していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社では、「申立人に係る関連資料は保存しておらず、申立内容

を確認できない。申立期間当時から厚生年金保険及び雇用保険に係る被保険者

資格の取得及び喪失に係る手続は同時に行っており、厚生年金保険被保険者の

資格喪失届を提出した後に、従業員の給与から厚生年金保険料を控除すること

は考えられない。」と回答しているほか、申立期間前後に申立事業所に勤務し

ていたとする申立人の同僚は、「申立人に係る記憶はあるが、具体的な勤務期

間については分からない。」と供述している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 2904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月から同年 11月 30日まで 

             ② 昭和 45年 11月 23日から 47年 10月 31日まで 

             ③ 昭和 49年６月１日から 50年９月 30日まで 

Ａ県Ｂ部Ｃ課及びＡ県Ｄ部Ｅ課に勤務していた申立期間①、Ａ県Ｆ部Ｇ

課、Ｈ市立保育園及び国のＩ庁舎に勤務していた申立期間②、並びにＡ県

Ｊ部Ｋ課に勤務していた申立期間③に係る厚生年金保険の被保険者記録が

確認できない。これらの事業所に勤務していたことは事実であるので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ県人事主管課が提出した臨時職員任用記録簿によ

れば、申立人がＡ県Ｂ部Ｃ課に勤務していたことは確認できないものの、

申立期間①のうち、昭和 44 年８月１日から同年 11 月 30 日までの期間にお

いてＡ県Ｄ部Ｅ課に勤務していたことは確認できる。 

    しかしながら、申立期間①における申立人に係る雇用保険の被保険者記録

は確認できない。 

また、Ａ県人事主管課は、「申立人が昭和 44 年８月１日から同年 11 月

30 日までの期間において臨時職員として勤務していたことは確認できるも

のの、当時の社会保険に係る関連資料は保存しておらず、申立内容を確認

できない。」と回答している。 

さらに、適用事業所名簿等によれば、Ａ県Ｂ部Ｃ課及びＡ県Ｄ部Ｅ課は、

いずれも、申立期間①当時、厚生年金保険の適用事業所ではなかったこと

が確認できる上、申立人は当時の同僚の名前を記憶しておらず、申立人の

申立期間①における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除につ



  

いて確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、適用事業所名簿において、申立期間①当時、Ａ県Ｂ部において厚

生年金保険の適用事業所として確認できるＡ県Ｂ部Ｌ課に係る厚生年金保

険被保険者原票においても、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は

確認できない上、申立期間①における健康保険の整理番号に欠番が無いこ

とから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録では、申立人がＡ県Ｆ部Ｇ

課、Ｈ市立保育園及び国のＩ庁舎に勤務していたことを確認することはで

きない。 

また、Ａ県人事主管課及びＨ市人事主管課では、いずれも、「申立期間

②における申立人に係る関連資料が無く、申立内容を確認できない。」と

回答している。 

さらに、Ａ県Ｆ部Ｇ課に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票では、

申立人の申立期間②における厚生年金保険の被保険者記録は確認できない

上、申立期間②における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立

人の記録が欠落したものとは考え難いほか、同被保険者原票から、申立期

間②当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる二人は、いずれも、

「申立人に係る記憶は無く、当時の厚生年金保険の加入状況については分

からない。」と供述している。 

加えて、適用事業所名簿等によれば、Ｈ市立保育園及び国のＩ庁舎につ

いては、申立期間②当時、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが

確認できる上、申立人は当時の同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申

立期間②における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿及び国民年金被保険者名簿によれば、

申立人は、昭和 45 年 11 月 23 日に国民年金被保険者の資格を取得し、申立

期間②における国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を各事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

なお、国のＩ庁舎を管理している所管Ｍ局に係る健康保険厚生年金保険

被保険者原票においても、申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認で



  

きない。 

 

３ 申立期間③について、Ａ県人事主管課が提出した臨時職員任用記録簿及び

雇用保険の被保険者記録により、申立人は、申立期間③のうち、昭和 49 年

９月１日から 50 年１月 31 日までの期間においてはＡ県Ｂ部Ｎ課に勤務し、

同年４月１日から同年８月 31 日までの期間においてはＡ県Ｊ部Ｋ課に勤務

していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ県人事主管課では、「申立人が昭和 49 年９月１日から

50 年１月 31 日までの期間及び同年４月１日から同年８月 31 日までの期間

において臨時職員として勤務していたことは確認できるものの、当時の社

会保険に係る関連資料は保存しておらず、申立内容を確認できない。」と

回答している。 

また、適用事業所名簿等によれば、Ａ県Ｂ部Ｎ課及びＪ部Ｋ課は、いず

れも、申立期間③当時、厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確

認できる上、申立人は当時の同僚の名前を記憶しておらず、申立人の申立

期間③における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

さらに、国民年金被保険者名簿によれば、申立人は申立期間③において、

国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほ

か、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

なお、申立期間③当時、Ａ県Ｂ部において厚生年金保険の適用事業所と

して確認できるＡ県Ｂ部Ｌ課に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいても、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認できない上、

申立期間③における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の

記録が欠落したものとは考え難い。 

 

４ これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2905 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和 37年生   

住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年４月１日から同年６月１日まで 

 昭和 62 年３月 31 日に前の事業所を退社して、すぐにＡ社に入社した。

当時、Ａ社では商品販売業務を担当しており、給与は当月分を翌月の５日

に現金払いで受け取っていた。会社から、申立期間がアルバイトとしての

雇用期間や試用期間であったとの説明は受けていなかったと思うので、申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

事業主の回答から判断すると、申立人が申立期間においてＡ社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日は「62．６．１」と記録されており、

申立人が所持する年金手帳にも、「厚生年金保険 初めて被保険者になった日 

昭和 62 年６月１日」と記載されていることが確認できるところ、当該被保険

者資格の取得日は雇用保険の被保険者記録による被保険者資格の取得日と一致

する。 

また、事業主は、「従業員の入社後に試用期間を設けており、試用期間の３

か月間については厚生年金保険の加入手続を行わず、給与から保険料の控除も

行っていない。」と回答しているところ、前述の被保険者名簿により厚生年金

保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚は、「Ａ社では、試用期間が約２

か月から３か月間あり、その期間は社会保険に加入していなかった。」と供述

している。 



  

さらに、申立事業所から提出された「昭和 62 年給与所得に対する所得税源

泉徴収簿」において、申立人は、申立期間について厚生年金保険料の控除が行

われていなかったことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和７年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 24年８月 31日から 25年４月１日まで 

昭和22年４月にＡ社Ｂ事業所(現在は、Ｃ社)に入社すると同時に、Ｄ養

成所に入所した。その後、Ｅ学校に編入して、Ｄ養成所及びＥ学校におけ

る３か年間の実習等を修了した後の25年４月に同社勤務となった。 

申立期間は同社に養成員として継続勤務していたので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同

期にＤ養成所に入所し、申立人と同様に、昭和25年４月１日にＡ社Ｂ事業所に

おいて厚生年金保険被保険者の資格を取得していることが確認できる複数の同

僚は、いずれも「申立期間はＡ社に継続して勤務し、Ｄ養成所に通ってい

た。」と供述していることから判断すると、申立人は申立期間当時、申立事業

所に継続して勤務していたことは推認できる。  

 しかし、前述の被保険者名簿によると、申立人と同期にＤ養成所に入所した

とする複数の同僚を含む多数の者が、申立人と同様に昭和24年８月31日に厚生

年金保険被保険者資格を喪失しており、申立期間に係る厚生年金保険の被保険

者記録が無いことが認められる。  

 また、Ｆ県Ｇ町史によると、Ａ社は、技能者の養成を図るため、戦前からＤ

養成所を開設してきたが、戦後、学校教育法に基づき、昭和23年11月に同養成

所を３年制のＥ学校に名称変更し、24年４月に第１期入学生を募集していると

ころ、申立人は、同養成所に２年間在籍後、同学校に同年４月から１年間在学

して、25年４月に同学校の第１期卒業生となっていることが推認できるととも

に、前述の被保険者名簿によると、申立人は同年４月１日に厚生年金保険被保



  

険者資格を再度取得していることが確認できる。  

 さらに、前述のＧ町史において、申立人の１年後輩としてＡ社Ｂ事業所に入

社したとする者は、Ｄ養成所に１年間在籍し、Ｅ学校に昭和24年４月から２年

間在学して、26年１月に同学校の第２期卒業生となっていることが推認でき、

申立人の２年後輩としてＡ社Ｂ事業所に入社したとする者は、同学校に24年４

月から３年間在学して、27年３月に同学校の第３期卒業生となっていることが

推認できるところ、厚生年金保険被保険者の資格を再度取得した日は、前述の

被保険者名簿により、それぞれ26年１月20日及び27年４月１日となっているこ

とが確認でき、いずれも、同学校を卒業した後に、厚生年金保険被保険者の資

格を再度取得していることが確認できる。 

 これらのことを総合的に判断すると、Ａ社Ｂ事業所では、Ｄ養成所に入所し

た従業員について、当初は申立事業所における厚生年金保険の被保険者とする

取扱いをしていたが、同養成所が学校教育法に基づくＥ学校に名称変更等した

ことに伴い、同学校に在学中の期間については厚生年金保険の被保険者とする

取扱いをしないなど、厚生年金保険の加入に係る取扱いを変更したことがうか

がえる。  

 また、Ａ社Ｂ事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

おり、Ｃ社は、「申立期間当時の関係資料は無く、雇用実態等は不明であ

る。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険料の

控除について確認することができない。  

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2907 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月ごろから 38年２月ごろまで 

昭和 37 年２月ごろにＡ区に所在したＢ社に入社し、同年４月ごろに同事

業所がＣ郡Ｄ町に移転した。移転前後の期間において、当該事業所の工場

内での作業に従事していた。移転先では、寮に入り、そこで現在の妻と知

り合った。同社に 38 年初めごろまでの期間において勤務していたことは確

かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の勤務内容に関する申立人の具体的な供述、及びＢ社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）により

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述等から判断すると、

期間の特定はできないものの、申立人が申立事業所に勤務していたことは推認

できる。 

しかしながら、Ｂ社の事業主は、「当社における従業員については厚生年

金保険に加入させていたはずであるが、パートの従業員は加入させていなかっ

た。従業員には試用期間があり、採用してから３か月間は厚生年金保険に加入

させていなかった。従業員を厚生年金保険に加入させた後に、給与から厚生年

金保険料を控除していた。｣と回答している。 

また、被保険者名簿により申立期間当時に厚生年金保険の被保険者記録が

確認できる複数の同僚の供述において、当時の従業員数が約 30人から 40人で

ある旨推認できるところ、被保険者名簿における当時の被保険者数は、約 20

人であることなどから判断すると、当時、申立事業所では、従業員について必

ずしも全員を厚生年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

さらに、被保険者名簿から、申立事業所が厚生年金保険の適用事業所に該



  

当していた、申立期間を含む昭和 34年７月 10日から 38年４月 29日までの期

間において、申立人の被保険者記録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番

が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2908 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年３月１日から同年４月１日まで 

昭和 57 年３月１日から同月 31 日までの期間はＡ病院（現在は、Ｂ病

院）に勤務していた。同病院の経理担当者によれば、申立期間についても

在籍記録があるとのことなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ大学人事担当課が提出した申立人に係る人事記録により、申立人が、申

立期間において、Ａ病院に部外研修として業務に従事していたことが確認でき

る。 

しかしながら、Ｂ病院が提出した２通の「昭和 57 年分源泉徴収票」（その

うちの１通には、税区分を表わす「乙欄」にチェックがあることが確認できる

ところ、当該表示は、当該源泉徴収票を発行している勤務先事業所が主たる給

与を支給している事業所ではないことを表しており、当該源泉徴収票を、以下

「源泉徴収票（税区分「乙」分）」という。一方、「乙欄」にチェックの無い、

残る１通については、以下「源泉徴収票」という。）のうち、源泉徴収票の

「中途就・退職」欄の記載により、申立人がＡ病院に就職したのは、昭和 57

年６月１日であったことが確認でき、当該記録は、同病院に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿において確認できる、申立人の厚生年金保険被保険者資

格の取得日に係る記録と一致する。 

また、前述の人事記録により、申立人がＡ病院に、正規職員として採用さ

れる前に勤務していたのは、申立期間の１か月間のみであったことが確認でき

ることから判断すると、源泉徴収票（税区分「乙」分）は当該１か月間の給与

所得を反映していると推認できるところ、同源泉徴収票には、「支払金額」及



  

び「源泉徴収税額」の２項目の金額が記載されているのみで、「社会保険料等

の金額」は記載されていないことが確認できることから判断すると、Ａ病院は、

申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除していなかったと認められる。 

さらに、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

なお、申立人が申立期間の前後の期間において勤務していたとするＣ大学

人事担当課が提出した昭和 57 年分源泉徴収票の「中途就・退職」欄には、

「退職／昭和 57年５月 31日」と記載されていることが確認できるととともに、

同じく提出された「昭和 57 年分個人別給与台帳」により、申立人は、申立期

間の前後の期間における共済掛金の控除は確認できるものの、同年３月につい

ては手当支給のみで、基本給等の支給及び厚生年金保険料又は共済掛金等の控

除は確認できない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2909 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年６月７日から 56年２月１日まで 

              （Ａ社） 

② 昭和 60年４月９日から同年９月 13日まで 

 （Ｂ社） 

日本年金機構から、Ａ社とＢ社に勤務していた期間の厚生年金保険の被

保険者記録が確認できないとの回答を受けたが、給与も出来高制ではなく

月給制で支給されていたはずであり、記憶が曖
あい

昧な部分はあるが正社員と

して勤務していたと思っていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、当時、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿により、厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、同社が厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなった際に事業主であった者が、「時期は記憶

していないが、申立人が当社に勤務していたことは明確に記憶してい

る。」と供述していることなどから判断すると、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できるが、当該事業主は当時の関連資料を保管しておらず、

同僚から、申立人の勤務期間について確認できる供述を得ることができな

いなど、申立人の勤務期間について特定することができない。 

また、申立期間①当時、社会保険事務を担当していたとも供述している

上記の事業主は、「当時の資料等は保管されていないため、詳細は分から

ないが、申立期間当時、入社後、見習期間が約３か月あったのではないか

と思う。従業員の中には社会保険に加入しないことを希望していた者もい

た。申立てどおりの約８か月間の勤務であれば、社会保険に加入していな

かったことも十分に考えられる。」と供述している上、申立期間①当時、

前述の被保険者名簿により、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同



  

僚の一人も、「約８か月間の勤務であれば、見習期間があったため社会保

険に加入していなかったのではないか。」と供述していることから判断す

ると、事業主は、従業員について、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に

加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

なお、申立人は、自身は正社員ではなくアルバイトであった可能性もあ

ると供述しているところ、前述の被保険者名簿により、申立期間①当時、

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる別の同僚の一人は、「申立人が

従事していたとする配送の業務には、正社員のほかに、厚生年金保険に加

入しない若い男性アルバイトがいた。」と供述している。 

 

２ 申立期間②について、事業所所在地に係る申立人の記憶並びに厚生年金保

険被保険者名簿等から確認できる事業所名称の記録及び法人登記の記録か

ら判断すると、申立人が勤務していたと主張しているＢ社はＣ社（現在は、

Ｄ社）であると認められるが、適用事業所名簿、及びＤ社が提出した、

「事業所番号・記号の設定通知」（昭和 60 年 11 月１日付け）において、

申立事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当することとなるのは、申立

期間②後の昭和 60 年 11 月１日であり、申立期間②において、同社は厚生

年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ｄ社は、「申立期間②当時は、厚生年金保険の適用事業所として

の届出を行っていない。資料を保管していないため、申立人に係る勤務実

態も確認できない。」と回答している上、同社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿により、厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、同社が

厚生年金保険の適用事業所に該当することとなった当時の社会保険事務担

当者も、「会社設立当初は経営が厳しく、社会保険に加入していなかった。

厚生年金保険の適用事業所となる前の期間について、従業員の給与から厚

生年金保険料の控除は行っていない。」と供述している。 

さらに、申立人は、申立期間②当時の同僚について氏名を挙げておらず、

申立人の申立期間②当時の厚生年金保険料の控除等について確認すること

ができない。 

 

３ 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、このほ

か、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 2910 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者となることができな

い期間であったことから、厚生年金保険被保険者であったと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生   

    住    所 ：    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年６月 10日 

    Ａ社から支給された申立期間に係る賞与から厚生年金保険料が控除されて

いるにもかかわらず、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ない。 

申立期間に係る賞与から厚生年金保険料が控除されていたことは間違い

ないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する平成 15 年６月分の賃金明細書（賞与）から、申立人は、

同年６月に支給された賞与額に見合う標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社が保管する人事記録（経歴書）によれば、申立人は平

成 15年６月 20日に退職していることが確認できるところ、当該退職日に係る

記録はオンライン記録における厚生年金保険被保険者資格の喪失日である平成

15 年６月 21 日と符合している上、申立人も月の途中で退職し、同年６月末日

までの期間においては在職していなかったと供述している。 

一方、厚生年金保険法第 19 条第１項では、「被保険者期間を計算する場合

には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失し

た月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 81 条第２

項において、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収

するものとする。」とされており、申立人については、厚生年金保険被保険者

資格の喪失月である平成 15 年６月の前月の同年５月分までの厚生年金保険料

について、給与又は賞与から控除されるものと認められる。 



  

さらに、申立事業所は、「申立人は、平成 15 年６月 20 日に当社を退職し

ており、同年６月に支給した賞与から厚生年金保険料を控除すべきではなかっ

たが、誤って控除してしまった。このため、同年６月 30 日に、申立人に対し

て当該保険料を還付しており、これは保管する出納資料により確認できる。」

と回答しているところ、当該出納資料から確認できる還付保険料額は、申立人

が所持する前述の賃金明細書（賞与）に記載されている厚生年金保険料額と一

致することが確認できる。 

これらのことから判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失し

た月である平成 15 年６月に支給された賞与額に見合う標準賞与額に基づく厚

生年金保険料が控除されていたことをもって、同年６月を申立人の厚生年金保

険被保険者期間とすることはできない。 

これら事実及びこれまで収集した資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について厚生年金保険被保険者であったと認めることはできない。 

 

 


